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問
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す
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仁
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日
本
海
呼
称
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

報
道
に
よ
る
と
米
国
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
議
会
で
、
州
内
の
公
立
学
校
の
教
科
書
に
「
日
本
海
」
と
表
記
す
る
際
に
は
韓
国
政

府
が
主
張
す
る
「
東
海
」
と
い
う
名
称
も
併
記
す
る
よ
う
求
め
る
法
案
が
提
出
さ
れ
、
一
月
二
十
六
日
に
州
上
院
教
育
厚
生
委

員
会
で
採
決
さ
れ
た
結
果
賛
成
七
、
反
対
八
の
僅
差
で
否
決
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
従
来
米
国
に

お
い
て
は
、
連
邦
政
府
が
使
用
す
る
地
名
の
統
一
・
管
理
を
行
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
地
名
委
員
会
が
、
「
日
本
海
（Sea

of

Japan

）
」
の
呼
称
を
唯
一
の
公
式
な
名
称
で
あ
る
旨
正
式
に
決
定
し
公
表
し
て
お
り
、
韓
国
の
主
張
す
る
「
東
海
（E

ast

Sea

）
」
は
、
日
本
海
の
呼
称
と
し
て
は
別
称
と
し
て
も
登
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
全
て
の
連
邦

政
府
機
関
は
「Sea

of
Japan

」
の
使
用
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
米
国
国
内
の
他
の
機
関
に
つ
い
て
も
、
同
委

員
会
の
決
定
に
基
づ
い
た
表
記
を
用
い
る
事
が
強
く
推
奨
さ
れ
て
い
る
と
も
承
知
し
て
い
る
。
政
府
は
従
来
か
ら
「
日
本
海
」

の
呼
称
は
地
理
学
的
・
歴
史
的
に
広
く
定
着
し
、
国
際
的
に
確
立
さ
れ
た
唯
一
の
名
称
で
あ
る
と
の
立
場
で
あ
る
と
理
解
し
て

い
る
が
、
こ
の
問
題
は
単
に
地
理
的
な
呼
称
だ
け
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
背
景
に
過
去
の
歴
史
に
対
す
る
認
識
が
関
係
し
て

い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
韓
国
政
府
は
「
東
海
の
表
記
問
題
は
、
日
本
の
植
民
地
支
配
の
名
残
を
清
算
す
る
作
業
の
一
環
」
で

あ
る
と
し
て
、
竹
島
の
領
有
権
問
題
な
ど
と
並
ぶ
歴
史
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
米
国
の
一
部

一



の
こ
と
と
は
い
え
上
記
の
よ
う
な
動
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
多
大
な
関
心
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

米
国
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
事
例
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、
当
該
事
例
に
つ
い
て
事
前
ま
た
は

事
後
に
何
ら
か
の
外
交
的
関
与
を
行
っ
た
か
否
か
。

二

連
邦
政
府
、
地
方
政
府
を
問
わ
ず
、
米
国
の
議
会
活
動
に
関
す
る
情
報
収
集
体
制
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

三

日
本
海
呼
称
問
題
に
つ
い
て
の
過
去
の
外
交
的
成
果
及
び
現
状
認
識
に
つ
い
て
問
う
。

四

日
本
海
呼
称
問
題
と
他
の
外
交
的
問
題
（
領
有
権
、
海
洋
資
源
開
発
等
）
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て

い
る
か
。

五

日
本
海
呼
称
問
題
に
つ
い
て
の
今
後
の
基
本
的
対
処
方
針
を
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


